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第 2回　定例会

市議会だより

 
●
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の   

 　
　
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

　
　
　
　
条
例
の 

一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　
予
防
接
種
健
康
被
害
調
査
委
員
会

の
委
嘱
の
状
況
と
活
動
内
容
に
つ
い
て

問
う
。

　
　
予
防
接
種
健
康
被
害
調
査
委
員
会

の
構
成
員
は
、
広
島
県
が
推
薦
す
る
医

師
と
保
健
所
長
及
び
大
竹
市
医
師
会
か

ら
推
薦
を
受
け
た
医
師
で
、
現
在
、
３

名
の
方
に
委
嘱
し
て
い
る
。

　
今
回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ

ク
チ
ン
に
関
し
て
申
請
が
２
件
出
て
お

り
、そ
の
申
請
を
審
査
し
て
、現
在
は
、

県
を
通
し
て
国
に
申
請
し
て
い
る
状
況

で
あ
る
。
今
後
、
予
防
接
種
健
康
被
害

調
査
委
員
会
で
国
が
適
用
の
認
定
を
し

た
場
合
は
、
申
請
者
の
状
況
に
応
じ
て

今
ま
で
の
医
療
費
な
ど
の
手
当
に
つ
い

て
国
か
ら
通
知
が
あ
る
の
で
、
大
竹
市

が
手
当
を
し
て
い
く
流
れ
に
な
る
。

　
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

以
外
の
予
防
接
種
で
後
遺
障
害
は
あ
る

の
か
問
う
。

　
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

以
外
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
健
康
被
害

の
報
告
は
な
い
。

 

●
大
竹
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の

　
　
給
与 

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

　
　
　
　
条
例
の
一
部 

改
正
に
つ
い
て

　
　
期
末
手
当
支
給
割
合
が
1
・
2
月

か
ら
1
・
2
2
5
月
、
年
間
2
・
4
月

か
ら
2
・
4
5 

月
に
引
き
上
が
る
が
、

こ
の
引
き
上
げ
は
来
年
度
か
ら
に
な
る

の
か
問
う
。

　
　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
は
１

年
度
単
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
給
与
の

改
定
が
あ
っ
た
場
合
、
翌
年
度
に
お
い

て
反
映
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
回

の
期
末
手
当
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て

は
、
来
年
度
か
ら
と
な
る
。

 

●
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の

　
　
総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

　
　
公
共
的
施
設
の
整
備
を
必
要
と
す

る
事
情
の
「
消
防
・
災
害
対
策
」
の
中

で
、
第
８
分
団
の
消
防
ポ
ン
プ
積
載
車

を
更
新
整
備
す
る
と
あ
る
が
、
こ
の
整

備
に
よ
っ
て
、
他
の
分
団
の
車
両
更
新

の
整
備
の
影
響
に
つ
い
て
問
う
。

　
　
川
手
地
区
の
車
両
の
整
備
を
令
和

６
年
度
に
予
定
し
て
い
た
が
、
令
和
５

年
度
に
整
備
す
る
予
定
で
あ
る
。

 

●
令
和
４
年
度
大
竹
市
一
般
会
計

       

補
正
予
算
（
第
９
号
）
に
つ
い
て

　
　
債
務
負
担
行
為
の
補
正
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
円
滑
化
に
要
す
る

経
費
が
あ
る
が
、
現
在
の
交
付
率
に
つ

い
て
問
う
。

　
　

 

１
月
31
日
時
点
の
交
付
率
は
、

全
国
が
60
・
１ 

％
で
、
大
竹
市
が

66
・
２
％
で
あ
る
。
ま
た
、
大
竹
市
の

申
請
率
に
つ
い
て
は
、
１
月
31
日
時
点

で
77
・
6
％
で
あ
る
。

　
　
債
務
負
担
行
為
の
補
正
で
、
地
域

公
共
交
通
整
備
に
要
す
る
経
費
が

2
1
4
万
円
増
額
し
て
い
る
理
由
に
つ

い
て
問
う
。

　
　
こ
い
こ
い
バ
ス
等
の
老
朽
化
に
よ

る
修
繕
費
の
増
額
な
ど
が
理
由
で
あ

る
。

採
決
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
が

　
　
原
案
の
と
お
原
案
の
と
お
り
可
決

本
会
議
で
の
採
決
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
原
案
の
と
お
り
可
決

A

A

A

A

A

Q

QA Q

Q

Q

Q

本会議へ

総
務
文
教
委
員
会

        

主
な
審
査
内
容

大
竹
市
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

に
つ
い
て
は
こ
ち
ら
か
ら
↓

2023（令和5 年）．5

こいこいバス

消防団車両

●
そ
の
他
の
議
案
３
件

令和 5 年 2 月 27 日 ~3 月 24 日の 26 日間に行われました。
詳細については、令和５年６月ごろに本会議録が製本されますので、
市ホームページ、市情報公開コーナー、図書館等でご覧ください。
市ホームページから録画中継もご覧いただけます。
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●
大
竹
市
こ
ど
も
医
療
費

　
　
　
　
助
成
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
大
竹
市
乳
幼
児
等
医
療
助
成
制
度

か
ら※

こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
に
拡

充
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
後
の
財
源
の
考

え
方
を
問
う
。

　
　
財
源
の「
に
こ
に
こ
こ
ど
も
基
金
」

は
、
年
齢
要
件
を
拡
充
し
た
こ
と
に
よ

り
、
運
用
期
間
が
令
和
10
年
度
頃
ま
で

と
な
る
。
そ
の
後
は
空
母
艦
載
機
交
付

金
で
基
金
を
積
み
増
し
す
る
こ
と
も
考

え
る
必
要
が
あ
る
。

令
和
５
年

10
月
か
ら
15
歳
か
ら
18
歳
へ

拡
充
さ
れ
ま
す
。

 

●
大
竹
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の

                     

一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　
出
産
育
児
一
時
金
を
総
額
50
万
円

に
増
額
す
る
が
、出
産
に
か
か
る
平
均

的
経
費
は
い
く
ら
か
問
う
。ま
た
、休

日
や
夜
間
出
産
は
料
金
が
追
加
さ
れ
る

が
、
加
算
処
置
は
な
い
の
か
問
う
。

　
　
令
和
５
年
１
月
の
社
会
保
障
審
議

会
医
療
保
険
部
会
で
使
用
さ
れ
た
資
料

で
は
、
48
万
円
が
令
和
４
年
度
の
平
均

出
産
費
用
の
推
計
額
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
夜
間
や
時
間
外
で
加
算
さ
れ

た
費
用
は
医
療
機
関
の
自
由
診
療
の
部

分
で
、
各
医
療
機
関
で
異
な
る
た
め
追

加
の
支
給
は
考
え
て
い
な
い
。

 

●
大
竹
市
コ
ミ
ュ
二
テ
ィ
サ
ロ
ン
の

          

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ロ
ン
玖
波
の
指

定
管
理
者
が
変
わ
る
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
事
業
内
容
に
変
更
が
あ
る
か
問

う
。

　
　

 

議
会
の
議
決
を
前
提
と
し
て
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
と
協
議
を
重
ね

て
い
る
。
管
理
運
営
に
つ
い
て
は
基
本

的
に
は
従
来
の
や
り
方
を
踏
襲
し
て
い

く
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
現
在
勤
務
さ
れ
て
い
る
ス

タ
ッ
フ
の
方
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
引
き

続
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ロ
ン
玖
波
で
の

就
業
を
希
望
さ
れ
て
お
り
、
利
用
者
の

方
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
な
環
境
で
施
設

が
利
用
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

 

●
大
竹
市
家
庭
的
保
育
事
業
の
設
備

 　
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

 　
　
　
　
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
に
つ

い
て
確
認
は
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

ま
た
、
罰
則
規
定
に
つ
い
て
問
う
。

　
　
大
竹
市
児
童
福
祉
施
設
指
導
監
査

実
施
要
綱
や
大
竹
市
認
可
外
保
育
施
設

指
導
監
督
実
施
要
綱
に
基
づ
き
、
報
告

や
立
入
調
査
で
確
認
す
る
。
な
お
、
改

善
に
問
題
が
あ
れ
ば
指
導
等
も
で
き
る
。

　
罰
則
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
に

基
づ
き
、
市
が
定
期
的
に
行
う
施
設
の

指
導
監
査
に
よ
り
、
基
準
に
達
し
て
い

な
い
場
合
は
、
文
書
に
よ
る
指
摘
を
行

い
、
改
善
報
告
書
の
提
出
を
求
め
る
。

改
善
の
意
思
が
見
ら
れ
な
い
場
合
は
改

善
勧
告
・
改
善
命
令
と
な
る
。

　
ま
た
、
児
童
福
祉
法
に
著
し
く
有
害

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
事
業
の

制
限
ま
た
は
停
止
命
令
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
重
大
な
基
準
違
反
は
、
事
業

の
認
可
取
り
消
し
の
対
応
を
と
る
こ
と

に
な
る
。

採
決
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
が

　
　
原
案
の
と
お
原
案
の
と
お
り
可
決

本
会
議
で
の
採
決
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
原
案
の
と
お
り
可
決

A

AA

A

QQ

Q

Q

本会議へ

生
活
環
境
委
員
会

        

主
な
審
査
内
容

●
そ
の
他
の
議
案
９
件

おおたけ市議会だよりアンケートについて

2023（令和5 年）．5市議会だより

※

こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

コミュニティサロン玖波

令和５年２月号からアンケートを募集しております。
回答頂いた皆様、ご協力ありがとうございました。
これからの誌面編集の参考にさせていただきます。

議会だより
アンケート QR コード


